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厚生年金が適用される会社でフルタイム勤務する人は、外国人も厚生年金に加入しなければな

りません。ただし、海外から日本の事業所に一時的に派遣されている等、一定の場合には厚生

年金への加入が免除されます。今回は、外国人の厚生年金の加入についてご案内いたします。 

外国人労働者の社会保険制度への加入に関する詳細は、弊所までお問い合わせください。 

ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ 

ベルギー・カナダ・フランス・ 

オーストラリア･オランダ・チェコ 

※内容は国によって異なる 

社会保障協定がある国 

・一時的（５年以内）な派遣 

⇒ 原則、母国の社会保障制度に 

加入。厚生年金への加入は免除 

・長期的(５年超)な派遣 

⇒ 厚生年金に加入 

・厚生年金加入 
⇒ 6 ヶ月以上加入した後に出

国した場合は、脱退一時金を受給
できる。 

社会保障協定がある国からの派遣 社会保障協定がない国からの派遣 

※日本で採用した外国人労働者は、協定の有無にかかわりなく 

厚生年金への加入が必要です。 


